
（平成２５年８月２１日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認関東地方第三者委員会神奈川地方事務室分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 9 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 8 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 4 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 2 件



 

関東神奈川国民年金 事案 7092 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43 年３月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年３月 

 私は、昭和 44年４月頃、区役所で国民年金の加入手続を行った。 

 その後、集金人が私の国民年金手帳を持って家に来たが、毎回、男の人

が家に来るのが嫌なので、遡って一括して昭和 43 年度分の国民年金保険料

を、その場で集金人に納付した。集金人は、申立期間の昭和 43 年３月分の

保険料も納付してもらいたいと言ったので、私は言われるままに 12 か月分

と当該期間の１か月分の計 13か月分を納付した。 

 私が上記の 13 か月分の国民年金保険料を集金人に渡した際に、集金人は

国民年金手帳の昭和 43 年度のページに検認印を押していたが、申立期間の

昭和 43 年３月の欄に検認印を押すのをためらい、「後日、領収書を送りま

す。」と述べ、申立期間に検認印は押さなかった上、領収書も送られて来

なかった。 

 申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

   

   

   、

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 44 年４月頃、区役所で国民年金の加入手続を行い、後日、

家に来た集金人に昭和 43 年度分の国民年金保険料及び申立期間の昭和 43 年

３月分の保険料を納付したと主張しているところ、申立人の国民年金の加入

手続が行われた時期は、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号が付与

された任意加入被保険者の被保険者資格取得日から、44 年３月頃と推認でき

ることから、その時点で当該期間は保険料を過年度納付することができる期

間である上、申立人の所持する国民年金手帳には、「昭和 44 年３月 20 日発

行」の記載が確認でき、昭和 43 年度の国民年金印紙検認記録欄には、「44.

４.23」の検認印が押されていることが確認できることから、申立内容と一致

  



 

する。 

  また、申立人は申立期間を除く国民年金加入期間について、国民年金保険

料を全て納付し、前納及び追納を行っている期間も確認できるなど、保険料

の納付意識は高かったものと認められる上、当該期間は１か月と短期間であ

る。 

  これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を含めて総合的

に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 

 

 

 

 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8556 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められること

から、申立期間の標準報酬月額に係る記録を 38 万円に訂正することが必

要である。 

 なお、事業主は、申立期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 23 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成７年４月１日から 15 年 10 月１日まで 

 私がＡ社に勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が低く

記録されている。申立期間の一部の給与明細書等を提出するので、厚生

年金保険の記録を訂正してほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の所持する平成７年４月から８年 10 月まで、同年 12 月から 10

年６月まで、同年８月から同年 11 月まで、11 年１月から同年５月まで、

同年７月から 12 年 11 月まで、13 年１月から 14 年１月まで、同年３月か

ら 15 年９月までに係る給与明細書には、申立人が標準報酬月額 38 万円に

見合う給与の支給を受け、同額に見合う厚生年金保険料の控除がされてい

た旨が記載されている。 

 また、申立人は、平成８年 11 月、10 年７月、同年 12 月、11 年６月、

12 年 12 月及び 14 年２月の給与明細書を所持していないものの、これら

の月の前後の月に係る給与明細書には、上記のとおり、標準報酬月額 38

万円に見合う給与の支給を受け、同額に見合う厚生年金保険料の控除がさ

れていた旨が記載されている上、元事業主から提出のあった 13 年、14 年

及び 15 年に係る年末調整社内一覧表に記載された厚生年金保険料額は、

当該年の標準報酬月額 38 万円であったとして計算した厚生年金保険料額

  

  



                      

と一致する。 

 これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間について、その主張

する標準報酬月額（38 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

 なお、申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業主は不明としているが、上記の給与明細書等において確認

又は推認できる厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン

記録の標準報酬月額が、長期間にわたり一致していないことから、事業主

は、当該給与明細書等において確認又は推認できる保険料控除額に見合う

報酬月額を社会保険事務所（当時）に届け出ておらず、その結果、社会保

険事務所は、当該標準報酬月額に見合う厚生年金保険料について納入の告

知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

  

  

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8557 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場

における厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る記録を昭和 23 年 11 月

30 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 2,100 円とすることが必要で

ある。 

  なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 13 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23 年 11 月 30 日から 24 年１月７日まで 

 私は、昭和 14 年７月にＡ社に入社し、その後 63 年１月末まで継続し

て同社に勤務していた。しかし、申立期間が厚生年金保険の被保険者期

間となっていない。調査の上、申立期間を厚生年金保険被保険者期間と

して認めてほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   同僚の日記及び証言から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し

（同社Ｄ工場から同社Ｃ工場へ異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

 また、同僚の日記の記載内容から判断すると、Ａ社Ｄ工場から同社Ｃ工

場への異動日は、申立人が主張する昭和 23 年 11 月 30 日であったと考え

るのが妥当である。 

 なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ工場におけ

る昭和 24 年１月の社会保険事務所（当時）の記録から 2,100 円とするこ

とが妥当である。 

 また、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連

資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

  

  

  

  



                      

   なお、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8558 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保

険被保険者資格の喪失日に係る記録を昭和 54 年 11 月１日に訂正し、申立

期間の標準報酬月額を 19 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54 年 10 月 31 日から同年 11 月１日まで 

 夫は、昭和 54 年１月にＡ社に入社し、55 年２月にグループ会社のＢ

社を退職するまで継続して勤務していた。しかし、厚生年金保険の被保

険者記録では、申立期間が被保険者期間となっていない。調査の上、申

立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及び複数の同僚の証言から判断すると、申立人が申

立てに係るグループ会社に継続して勤務し（昭和 54 年 11 月１日に、Ａ社

からＢ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社に係る厚生年金保険被

保険者原票における申立人の昭和 54 年 10 月１日の定時決定の記録から

19 万円とすることが妥当である。 

 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、Ａ社は既に解散している上、当時の事業主は所在不明のため、申

立期間当時の状況を確認することができないが、事業主が資格喪失日を昭

和 54 年 11 月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）が

  

  

  



                      

これを同年 10 月 31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主

が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に

係る同年 10 月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事

務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当

した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る

申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8559 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保

険被保険者資格の喪失日に係る記録を昭和 54 年 11 月１日に訂正し、申立

期間の標準報酬月額を 15 万円とすることが必要である。 

  なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和４年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54 年 10 月 31 日から同年 11 月１日まで 

 夫は、昭和 54 年９月にＡ社に入社し、55 年１月にグループ会社のＢ

社を退職するまで継続して勤務していた。しかし、厚生年金保険の被保

険者記録では、申立期間が被保険者期間となっていない。調査の上、申

立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及び複数の同僚の証言から判断すると、申立人が申

立てに係るグループ会社に継続して勤務し（昭和 54 年 11 月１日に、Ａ社

からＢ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

54 年９月の社会保険事務所（当時）の記録から 15 万円とすることが妥当

である。 

 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、Ａ社は既に解散している上、当時の事業主は所在不明のため、申

立期間当時の状況を確認することができないが、事業主が資格喪失日を昭

和 54 年 11 月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同

  

  

  



                      

年 10 月 31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を

資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年

10 月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納

入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合

又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間

の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8560 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められることから、申立人の標準賞与額に係る記録を、

平成 18 年 12 月 20 日は７万 2,000 円に、19 年７月 20 日は 20 万 7,000 円

に、同年 12 月 10 日は 43 万 6,000 円に訂正することが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 58 年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年 12 月 20 日 

          ② 平成 19 年７月 20 日 

          ③ 平成 19 年 12 月 10 日 

 Ａ社に勤務していた期間に支給された申立期間の賞与について、厚生

年金保険料を控除されていたにもかかわらず厚生年金保険の記録が無い。 

 調査の上、厚生年金保険の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

   

   

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準賞与額の記録について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標

準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の賞

与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標

準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

 したがって、申立期間に係る標準賞与額については、申立人及びＡ社か

ら提出された賞与明細票において確認できる賞与総支給額から、申立期間

①は７万 2,000 円、申立期間②は 20 万 7,000 円、申立期間③は 43 万

6,000 円とすることが妥当である。 

 なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明と回答しているものの、Ａ社から提出さ

  

  

  



                      

れた申立期間に係る賞与一覧表から複数の同僚に賞与の支給及び保険料の

控除が確認できるにもかかわらず、申立期間において標準賞与額の記録が

ある者が存在しないことから、事業主は、社会保険事務所（当時）に対し

て申立期間の標準賞与額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、

当該標準賞与額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8561 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業

所における資格喪失日に係る記録を昭和 36 年３月１日に訂正し、申立期

間の標準報酬月額を１万 2,000 円とすることが必要である。 

  なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住 所 ：  

    

    

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年２月１日から同年３月１日まで 

 厚生年金保険の記録では、Ａ社Ｃ事業所において昭和 36 年２月１日

に資格を喪失し、Ｄ社（現在は、Ｂ社）Ｅ事業所において同年３月１日

に資格を取得しており、申立期間が被保険者期間となっていないが、私

は、転勤しただけで継続して勤務していたので、記録を訂正してほしい。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

   同僚の供述及び雇用保険の記録から判断すると、申立人はＡ社に継続し

て勤務し（昭和 36 年３月１日に、同社Ｃ事業所からＤ社Ｅ事業所に異

動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 36 年１月のＡ社Ｃ事

業所における申立人の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 2,000 円

とすることが妥当である。 

 なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は不明としており、このほかにこれ

を確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断

せざるを得ない。 

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

  

  

  

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8562 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保

険被保険者資格の喪失日に係る記録を昭和 54 年 11 月１日に訂正し、申立

期間の標準報酬月額を９万 8,000 円とすることが必要である。 

  なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54 年 10 月 31 日から同年 11 月１日まで 

 私は、昭和 54 年６月にＡ社に入社し、同年 12 月にグループ会社のＢ

社を退職するまで継続して勤務していた。しかし、厚生年金保険の被保

険者記録では、申立期間が被保険者期間となっていない。調査の上、申

立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及び複数の同僚の証言から判断すると、申立人が申

立てに係るグループ会社に継続して勤務し（昭和 54 年 11 月１日に、Ａ社

からＢ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

  また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

54 年９月の社会保険事務所（当時）の記録から９万 8,000 円とすること

が妥当である。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、Ａ社は既に解散している上、当時の事業主は所在不明のため、申

立期間当時の状況を確認することができないが、事業主が資格喪失日を昭

和 54 年 11 月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同

年 10 月 31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を

資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年

 

 

  



                      

10 月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納

入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合

又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間

の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8563 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 43 年 11 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万

6,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年 10 月 31 日から同年 11 月１日まで 

 私は、申立期間においてもＡ社に継続して勤務していた。しかしなが

ら、年金記録を確認したところ、申立期間が厚生年金保険被保険者期間

となっていない。 

 調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、申立人は昭和 43 年 10 月 31 日にＡ社におい

て被保険者資格を喪失し、Ｂ社（現在は、Ｃ社）において同年 11 月１日

に資格を取得しており、申立期間が被保険者期間となっていない。 

 しかしながら、雇用保険の被保険者記録により、申立人は申立期間にお

いて、Ａ社に継続して勤務していたことが認められる。 

 また、当時のＡ社の役員であり、かつＢ社の事業主であった者は、「Ａ

社とＢ社は関連会社であった。申立期間においても厚生年金保険料を控除

されていたと思われる。」と供述している。 

 これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

43 年９月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 6,000 円とするこ

  

  

  

  

  



                      

とが妥当である。 

  なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなってい

る上、事業主も死亡していることから確認することができないが、事業主

が資格喪失日を昭和 43 年 11 月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険

事務所がこれを同年 10 月 31 日と誤って記録することは考え難いことから、

事業主が同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る同年 10 月の保険料について納入の告知を行っ

ておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付さ

れるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事

業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。

 

 

  



 

関東神奈川国民年金 事案 7093 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45 年４月から 49 年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年４月から 49年８月まで 

 私は、昭和 45 年の春頃、新聞で国民年金の記事を見て、今から国民年金

に加入しようと思い、国民年金の集金人であった近所の知人に頼んで国民

年金の加入手続を行った。 

 申立期間の国民年金保険料については、国民年金の加入手続を行ってく

れた集金人の実家に私が行き、当時の保険料月額 400 円ないし 500 円を２

か月ごとに納付していた。保険料を納付すると仮領収書を渡されたことを

記憶している。その後、女性の集金人が自宅に集金に来たこともあった。 

 申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

   

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 45 年の春頃に国民年金の加入手続を行ったと主張している

が、申立人の国民年金の加入手続が行われたのは、申立人の国民年金手帳記

号番号の前後の番号が付与された任意加入被保険者の被保険者資格取得日か

ら 49年９月頃と推認でき、申立人の主張する加入手続時期と一致しない。 

 また、申立人の所持する「昭和 49 年 10 月１日発行」の文字が確認できる

国民年金手帳によると、申立人の国民年金の「資格取得」は、「昭和 49 年９

月 26 日（任）」と記載されていることが確認でき、申立人が申立期間当時居

住していた市の国民年金被保険者名簿及びオンライン記録においても、同年

同月同日であることが確認できる上、当該期間の前後を通じて同一市内に居

住していた申立人に対して、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた

ことをうかがわせる事情も見当たらず、その形跡も確認できないことから、

当該期間は国民年金の未加入期間であり、国民年金保険料を納付することが

できない期間である。 

  

  



 

   さらに、申立人は国民年金の集金人であった近所の知人に頼んで国民年金

の加入手続を行い、２か月ごとに国民年金保険料を当該集金人に納付してい

たとしているところ、ⅰ）申立人が申立期間当時居住していた市では、集金

人制度が昭和 37年１月から平成 14年 10月まで実施されているものの、集金

人は国民年金の加入手続業務は行っていなかったことが、市の広報紙及び市

の「国民健康保険及び国民年金徴収専務員要綱」により確認できること、

ⅱ）申立人の居住していた市における申立期間当時の保険料の納付サイクル

は、年４回３か月ごとであり、申立人が主張する年６回２か月ごとの徴収は

申立期間後の昭和 50 年からであることが市の広報誌等により確認できること、

ⅲ）申立人が当該期間当時居住していた地域の保険料の徴収を行っていたと

する集金人は、市から委託されていた期間は、46 年から平成８年までである

が、申立人の国民年金の加入手続及び申立人の保険料の徴収は行っていなか

ったと証言をしていることから、申立内容と一致しない。 

 加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

  

  

  



 

関東神奈川国民年金 事案 7094 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52 年５月から 55 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年５月から 55年３月まで 

 私は、20 歳当時、Ａ区に居住し大学に通っていたが、住民票は実家のあ

るＢ町にあったので、私が 20 歳になった昭和 52 年＊月頃、父親が私の国

民年金の加入手続を行い、私が会社に就職するまでの国民年金保険料を納

付してくれていたはずである。 

 私は、20 歳の時に帰省した際に父親から私の年金手帳を渡されているの

で、申立期間の国民年金保険料が未納となっていることに納得できない。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付に直

接関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続等を行ったとするその父親

は既に他界しており証言を得られない上、当該期間当時、その父親と同居し

ていた申立人の母親及び申立人の兄も申立人の国民年金について関与してお

らず、分からないと述べていることから、申立人の保険料の納付状況が不明

である。 

 また、申立人は、その父親が昭和 52 年＊月から申立人の国民年金保険料を

Ｂ町で納付してくれていたと述べているが、申立人の同年同月に付番されて

いる国民年金手帳記号番号は、同町の国民年金被保険者名簿において、同年

10 月に転出を理由に職権消除されていることが確認できることから、当該手

帳記号番号では申立期間の大半の保険料を納付することはできない上、仮に

当該手帳記号番号で同年５月から 53 年３月までの保険料が納付されていた

場合には、当該保険料が還付されているはずであるが、昭和 52 年度及び 53

年度の還付整理簿では、申立人の当該手帳記号番号に係る還付記録は確認す

ることができない。 

  

  



 

   さらに、申立人は、Ｂ町において別の国民年金手帳記号番号が付番されて

いるが、同町の国民年金被保険者名簿によると、申立人の当該手帳記号番号

での国民年金被保険者資格取得日は昭和 56 年４月１日となっており、同資

格取得日前に当該被保険者資格を取得した記録が確認できないことから、申

立期間は国民年金の加入手続がなされていない期間であり、国民年金保険料

を納付することはできない。 

  加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付するためには、昭和 52

年 10 月１日の職権消除から 56 年４月１日の国民年金の被保険者資格の取得

までの間に別の国民年金手帳記号番号が払い出されている必要があるが、申

立人に別の手帳記号番号が払い出されていた形跡も無い。 

  その上、申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

  これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 

 

 

 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8564 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 20 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 38 年８月 10 日から 39 年７月１日まで 

 私は、昭和 36 年にＡ社に入社し、Ｂ社に入社する直前まで勤務して

いた。しかし、Ａ社の厚生年金保険の被保険者資格喪失日が 38 年８月

10 日となっており、Ｂ社の資格取得日（昭和 39 年７月１日）までの約

１年が厚生年金保険の被保険者となっていない。 

 調査の上、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚は、申立人がＡ社に勤務していたことは記憶しているが、申

立人の退職時期までは明確に記憶していないことから、申立人の申立期間

における勤務実態について具体的な供述を得ることができない。 

 また、申立人は、「私は、Ａ社を退職した直後に、Ｂ社に入社し、同社

に入社後１年ぐらいしてから、Ａ社で一緒だった二人の同僚も、Ｂ社に入

社してきた。」と述べているところ、当該同僚のＡ社の厚生年金保険被保

険者資格喪失日は、申立人の同社での資格喪失日（昭和 38 年８月 10 日）

の約１年後の昭和 39 年８月 25 日、同年９月１日であることが確認できる。 

 さらに、同僚照会に対し、回答のあった６人全員が、Ａ社における自身

の退職時期と厚生年金保険被保険者資格喪失日は一致していると回答して

いる上、当時の給料計算等経理担当者は、「社会保険には採用と同時に加

入させ、退職が決まったら喪失届を出しに行っていたので、在職している

のに喪失届を出すようなことはないはずである。」と述べている。 

 加えて、Ａ社は既に解散している上、同社の当時の事業主は既に死亡し

ていることから、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料

の控除について確認することができない。 

  

  

  

  



                      

   このほか、申立人は、申立期間において厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持して

おらず、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除をうかがえる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8565 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和８年生 

 住 所 ：  

   

   

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29 年 11 月 26 日から 35 年９月頃まで 

 私は、昭和 29 年５月から 35 年９月頃まで、Ａ社で継続して勤務して

いた。 

 しかし、厚生年金保険の記録では、申立期間が被保険者期間となって

いない。調査の上、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

   

   

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚の供述から、申立人が申立期間において、Ａ社に勤務してい

たことは推認できる。 

 しかしながら、健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿によると、

Ａ社は、昭和 29 年 11 月 26 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっ

ており、申立期間においては適用事業所となっていないことが確認できる。

 また、Ａ社において、申立人と同様に昭和 29 年 11 月 26 日に資格喪失

している同僚の一人は、「事業主から、厚生年金保険から脱退する旨の説

明を受け、同意した。脱退後は、給与から厚生年金保険料を控除されてい

なかった。」と供述している。 

 さらに、Ａ社の当時の事業主及び社会保険事務担当者は死亡しており、

申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認することが

できない。 

 加えて、申立人も、申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる給与明細書等の資料を所持していない上、申立人の申立期間にお

ける厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  

 

  

  

  

  

  




